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令和７年第２回甲良町議会臨時会会議録 

令和７年１２月２３日（火曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 議案第64号 甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例 

第４ 議案第65号 甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第５ 議案第66号 令和７年度甲良町一般会計補正予算（第５号） 

第６ 議案第67号 令和７年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

第７ 議案第68号 令和７年度甲良町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

第８ 議案第69号 令和７年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号） 

第９ 議案第70号 令和７年度甲良町水道事業会計補正予算（第３号） 

第10 議案第71号 令和７年度甲良町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

◎会議に出席した議員（９名） 

   １番 福 原   守 ３番 藤 居 吉 也 

   ４番 山 田 光 義 ５番 小 森 正 彦 

   ６番 西 川 誠 一 ７番 野 瀬 欣 廣 

   ８番 木 村   修 ９番 西 澤 伸 明 

   １０番 丸 山 恵 二 

 

◎会議に欠席した議員（１名） 

   ２番 木 村 誠 治 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 寺 本 純 二 教 育 長 青 山   繁 

 副 町 長 熊 谷 裕 二 建設水道課長 村 岸   勉 

 総 務 課 長 中 村 康 之 総務課参事 村 田 茂 典 

 住民人権課長 宮 川 哲 郎 建設水道課参事 寺 居 友 彦 

 保健福祉課長 丸 澤 俊 之 総務課長補佐 宮 嵜 一 海 
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◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 橋 本 浩 美 書 記 山 下 悠 斗 
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（午前 ９時５０分 開会） 

○丸山議長 ただいまの出席議員数は９人です。 

 議員定足数に達していますので、令和７年第２回甲良町議会臨時会を開会

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、８番 木村修議員、９番 西澤議員を指名しま

す。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○丸山議長 異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日間と決定しました。 

 これより、町長の挨拶並びに提案説明を求めます。 

 町長。 

○寺本町長 本日、令和７年第２回臨時会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、大変お忙しいところご出席いただき、厚く御礼申し上

げます。 

 さて、本日提案させていただきます案件について、その概要をご説明申し

上げます。 

 議案第６４号は、甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例、議案第６５号は、甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例で、国家公務員の給与改定を行う関連法案が国会で可決、成立したこと

に伴い、期末勤勉手当の支給割合や給与表の改定などを行うものであります。 

 議案第６６号は、令和７年度甲良町一般会計補正予算（第５号）で、歳入

歳出に５，７６４万７，０００円を追加し、補正後の予算総額を４７億２０１

万円とするものであります。歳出では、条例改正に基づくほか、必要な人件

費の見直しも行い、人件費総額は３，７１５万８，０００円など追加するほ

か、特別会計に対する繰出金は合計８７万２，０００円を加えるなどとしま

した。加えて、国の補正予算により、児童手当受給者に対する２万円の給付

が行われますので、これに必要な予算１，９２２万２，０００円を追加して

います。歳入では、２万給付関係は全て国庫支出金、残り全ては財政調整基

金からの繰入れとします。 
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 議案第６７号は、令和７年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）で、人件費を４９万６，０００円増額するほか、療養費負担金１８０万

円を追加しています。その財源として、人件費に関わるものは一般会計から

の繰入金、療養費に関わるものは県支出金で歳出と同額を計上しております。 

 議案第６８号は、令和７年度甲良町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）で、歳出で人件費を合計９６万３，０００円減額しています。こちらに

ついては、条例改正に合わせて計上している人件費を見直した結果、減額と

なったものでございます。歳入は一般会計からの繰入金と基金からの繰入金

で調整しています。 

 議案第６９号は、令和７年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）で、歳出で人件費を３９万３，０００円増額し、歳入ではその財

源として一般会計からの繰入金を同額計上しています。 

 議案第７０号は、令和７年度甲良町水道事業会計補正予算（第３号）で、

収益的支出において人件費を３４万４，０００円増額しています。 

 議案第７１号は、令和７年度甲良町下水道事業会計補正予算（第３号）で、

収益的支出で人件費を２８万７，０００円増額しています。 

 第７０号及び第７１号は企業会計のため、歳入の補正はありません。 

 以上、本日提出いたしました案件につきまして、その概要の説明を申し上

げました。何とぞご審議いただき、適切な議決を賜りますようお願い申し上

げて、提案説明とさせていただきます。 

○丸山議長 日程第３ 議案第６４号及び日程第４ 議案第６５号を一括議題

とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６４号 甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例。 

 議案第６５号 甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○村田総務課参事 失礼します。それでは、議案の方の朗読でもってご説明に

代えさせていただきます。 

 まず、議案第６４号 甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例でございます。 
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 こちらは第１条、第２条ございまして、第１条につきましては令和７年４

月１日から、第２条については令和８年４月１日からの適用というふうにな

っております。 

 まず第１条でございます。甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一部

を次のように改正する。第３条ただし書中「１００分の１２５」を「、６月

に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分

の１２７.５」に、「１００分の１７２.５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１７２.５、１２月に支給する場合には１００分の１７７.５」に改める。 

 第２条です。甲良町特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように

改正する。第３条ただし書中 「、 ６月に支給する場合には１００分

の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」を「１００分

の１２６.２５」に、「、６月に支給する場合には１００分の１７２.５、１２

月に支給する場合には１００分の１７７.５」を「１００分の１７５」に改め

るものでございます。 

 いずれも公布の日からの施行というふうになります。 

 続きまして、議案第６５号 甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例でございます。 

 かがみをおめくりいただきまして、条例の改め文でございます。こちらも１

条、２条ございまして、１条につきましては令和７年４月１日から、第２条

につきましては令和８年４月１日からの適用というふうになっております。 

 まず第１条でございます。甲良町職員の給与に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。第１５条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００

円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同

号オ中「１２，９００円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００

円」を「１６，６００円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００

円」に改め、同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同

号ケ中「２４，４００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２００

円」を「２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，０００円」を「３２，３００

円」に改め、同号シ中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同

号ス中「３１，６００円」を「３８，７００円」に改める。 

 第２１条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に改め、同項ただ

し書中「６，６００円」を「７，０５０円」に改め、同条第２項中「２２，０００

円」を「２３，５００円」に改める。 

 第２２条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」に改め、同条

第３項中「「１００分の７０」」を「「１００分の７０」と、「１００分
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の１２７.５」とあるのは「１００分の７２.５」」に改める。 

 第２３条第２項第１号中「合計額を加算した額に１００分の１０５」を「合

計額を加算した額に、６月に支給する場合には１００分の１０５、１２月に

支給する場合には１００分の１０７.５」に改め、同項第２号中「勤勉手当基

礎額に１００分の５０」を「勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合に

は１００分の５０、１２月に支給する場合には１００分の５２.５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。別表については割愛をさせていただきます。 

 ページを飛んでいただきまして、７ページの方をお願いいたします。 

 改正第２条でございます。甲良町職員の給与に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。第２２条第２項中「、６月に支給する場合には１００分

の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」を「１００分

の１２６.２５」に改め、同条第３項中「「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の７０」と、「１００分の１２７ .５」とあるのは「１００分

の７２ .５」」を「「１００分の１２６ .２５」とあるのは「１００分

の７１.２５」」に改める。 

 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 、 ６ 月 に 支 給 す る 場 合 に は １ ０ ０ 分

の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０７.５」を「１００分

の１０６.２５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分

の５０、１２月に支給する場合には１００分の５２ .５」を「１００分

の５１.２５」に改めるものでございます。 

 いずれも公布の日からの施行となります。 

 以上、ご説明に代えさせていただきます。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、一括で質疑はありませんか。 

 ９番、西澤議員。 

○西澤議員 資料１の方で、平準化を今回するわけですけども、６月と１２月

で、その平準化することによって引き上がる金額ないしは引き下がる、実額

で言うと１人当たり幾らぐらいになりますか。 

○丸山議長 総務課参事。 

○村田総務課参事 期末勤勉手当のところでよろしかったでしょうか。という

ことでありましたら、今回の改正額について述べさせていただきます。議案

書の方の一番最後のところに給与費の改正の明細の方をつけさせていただい

ておりまして、こちらに一般職のところ、特別職もありますけれども、特別

職の方でございますと１７ページになりますけれども、議案第６６号、一般

会計の方の１７ページになるんですけど、こちらに給与費の明細書の方をつ

けさせていただいております。一般会計でございます。補正予算書の１７ペ

ージの方をお願いしたいんですけれども、こちらに補正前、補正後がござい
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ますので、今回の補正で増額になる部分を述べさせていただきますと、町長、

副町長、教育長に関しましては合計で１０万１，０００円、議員の皆様につ

きましては１１万１，０００円、合わせて２１万２，０００円の増額となっ

ております。 

 また、おめくりいただいた１８ページに一般職員、こちらは会計年度を除

いた職員でございますけれども、こちらの期末手当、勤勉手当の下の方のと

ころでございますけれども、期末手当につきましては２８９万３，０００円、

勤勉手当については２５３万５，０００円の増額になっております。人数に

ついてはあれですけれども、今回、給与の比較の方をさせていただいていま

すので、単純にこの額というわけではないですけれども、総額としてはこの

額が増額になっているというところでございます。 

 以上になります。 

○丸山議長 ９番、西澤議員。 

○西澤議員 私が最後に聞きたいのは、この増額になった分は、国の手当、つ

まり交付金なりで手当をされてくるものか、それとも町独自の財源で賄いな

さいということになるんですかね。私が考えるのは、国が人事院の勧告に従

ってこういうようにしたわけですから、国がちゃんと手当をしましょうとい

うのが当たり前ではないのかと思うんですけど、そこはどうでしょうか。 

○丸山議長 総務課参事。 

○村田総務課参事 こちらにつきましては、国の計算式で必要な規模に応じて

必要な額を算定されるんですけれども、普通交付税の方で、今年の４月に当

初決定された部分と、追加交付が今回、まだ決定は来てないですけれども、

される見込みで、合わせて今回の人事院勧告に伴うものというのが賄えると

いうふうには聞いております。 

○丸山議長 ほかにありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 議案第６４号について討論はありませんか。 

 ９番、西澤議員。 

○西澤議員 人事院勧告に基づくものと、それから、６４号は、給与改定が、

法律が変わりました。しかし、今の現状で言いますと、やはり市民、国民、

町民の方々の暮らしからいうと、特別職、私たちは労働対価、時間対価では

ありません。報酬という性格を持っています。ですから、その点でも報酬が

上がるというのはなじまないというふうに私は考えています。実労働で言い

ますと、４回の議会、その間のいろんな準備をしなければなりません。それ

から、町民の方々の声も聞いたりするわけですけども、そういう仕事からし
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ても、労働単価、時間単価で計算できるという状況ではありません。ですか

ら、そういう点でも国の基準が決められているんだと思いますけども、今回、

平準化をした上でですけども、上がるということですから、町民の方に説明

するのはやはり大変抵抗があるんですね。ですから、私は反対とさせていた

だきます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立多数です。 

 よって、議案第６４号は可決されました。 

 次に、議案第６５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６５号は可決されました。 

 次に、日程第５ 議案第６６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６６号 令和７年度甲良町一般会計補正予算（第５号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○村田総務課参事 それでは、議案第６６号 令和７年度甲良町一般会計補正

予算（第５号）についてご説明申し上げます。 
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 議案書の方の裏面の方をお願いいたします。一般会計補正予算（第５号）

でございますが、既定の金額に５，７６４万７，０００円を追加し、歳入歳

出の総額をそれぞれ４７億２０１万円とするものでございます。 

 中身につきましては第１表の方で説明の方をさせていただきます。 

 １ページ、第１表の歳入の方をご覧ください。款、項及び補正額の方を読

み上げさせていただきます。１４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正

額１，９２２万２，０００円。１８款  繰入金、２項  基金繰入金、補正

額３，８４２万５，０００円。合計補正額５，７６４万７，０００円でござ

います。 

 おめくりください。歳出の部でございます。１款 議会費、１項 議会費、

補正額４５万円。２款  総務費、１項  総務管理費、補正額１，４２５

万８，０００円、２項 徴税費１８６万５，０００円、３項 戸籍住民基本

台帳費３７万３，０００円。３款  民生費、１項  社会福祉費１６４

万３，０００円、２項 児童福祉費３，１３７万８，０００円。４款 衛生

費、１項 保健衛生費７０万５，０００円。６款 農林水産業費、１項 農

業費、補正額２６０万１，０００円の減額。７款 商工費、１項 商工費１９

万１，０００円。８款 土木費、１項 土木管理費４２万円、４項 住宅費４１

万６，０００円。１０款 教育費、１項 教育総務費３８９万３，０００円、２

項 小学校費１００万６，０００円、３項 中学校費１２９万６，０００円、４

項 社会教育費２３５万４，０００円。合計補正額５，７６４万７，０００

円。歳入歳出同額でございます。 

 以上、説明に代えさせていただきます。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 ９番、西澤議員。 

○西澤議員 全協でもさせていただきましたが、物価高対策、子育て応援手当、

これ、用紙をいただきましたけれども、１回２万円で１回限りなんですね。

大変不十分だというように国会でも私どもの国会議員が代表で反対討論をさ

せていただきました。地方ですけども、この補正予算で２万円の計上という

ようになっています。対象が約８７０名、それから４３５世帯ということで、

大変広い範囲で広がるんですね。ですから、このことについては賛成をした

いというように思っていますし、そのほか、臨時議会を１月に予定されてい

るかと思いますけども、そういうことの範囲で、またそういうところの想定

をしていただいて、以前、１２月議会の一般会計のところでも私は討論させ
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ていただきましたが、暖房費、それから、いろんな諸物価は、子育て世代だ

けではありません。年金も上がらない、給料が上がらない、こういう状況が

続いていますので、町民への支援策をぜひ考えていただきたいということを

申し上げまして、賛成討論とします。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６６号は可決されました。 

 日程第６ 議案第６７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６７号 令和７年度甲良町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民人権課長。 

○宮川住民人権課長 それでは、私の方より、令和７年度甲良町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）を説明させていただきます。 

 予算書の表紙裏面をご覧ください。歳入歳出予算につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２９万６，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５，１５６万６，０００円とする

ものでございます。 

 歳入歳出につきましては第１表の方で説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。歳入でございます。款、項、補正額を読み上げ

させていただきます。４款 県支出金、１項 県負担金、補正額１８０万円。６

款  繰入金、１項  他会計繰入金４９万６，０００円。歳入合計２２９

万６，０００円でございます。 

 ２ページをお開きください。歳出でございます。１款 総務費、１項 総
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務管理費、補正額４９万６，０００円。２款  保険給付費、１項  療養諸

費１８０万円。歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６７号は可決されました。 

 日程第７ 議案第６８号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６８号 令和７年度甲良町介護保険事業特別会計補正

予算（第４号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○丸澤保健福祉課長 予算書の裏面をご覧ください。第１条、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ９６万３，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億４，７７４万３，０００円とするものです。 

 説明は第１表でいたします。 

 １ページ、第１表をご覧ください。歳入。７款 繰入金、１項 一般会計

繰入金１万７，０００円の減額、２項 基金繰入金９４万６，０００円の減

額でございます。 

 次ページの歳出をご覧ください。１款  総務費、１項  総務管理費１

万７，０００円の減額。３款 地域支援事業費、３項 包括的支援事業・任

意事業費９４万６，０００円の減額。合計９６万３，０００円の減額でお願
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いするものです。 

 以上で説明を終わります。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６８号は可決されました。 

 日程第８ 議案第６９号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第６９号 令和７年度甲良町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第３号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民人権課長。 

○宮川住民人権課長 令和７年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）の予算書の表紙裏面をご覧ください。歳入歳出予算でございます。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，２８９万５，０００円とす

るものでございます。 

 予算につきましては第１表の方で説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。歳入でございます。３款 繰入金、１項 一般

会計繰入金、補正額が３９万３，０００円でございます。歳入合計は同額

の３９万３，０００円でございます。 

 ２ページをお開きください。歳出でございます。１款 総務費、１項 総

務管理費、補正額３９万３，０００円。よって、歳出合計は歳入合計と同額
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でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第６９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６９号は可決されました。 

 日程第９ 議案第７０号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長  議案第７０号  令和７年度甲良町水道事業会計補正予算

（第３号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課参事。 

○寺居建設水道課参事 そうしましたら、表紙１枚おめくりいただきまして、

令和７年度甲良町水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 総則第１条、令和７年度甲良町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出の補正。第２条、令和７年度甲良町水道事業会計予算

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり改める。支出でご

ざいます。１款１項 営業費用、補正予定額３４万４，０００円でございま

す。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、

第３条、令和７年度甲良町水道事業会計予算第７条に定めた職員給与費の金

額については、「２，２６２万７，０００円」を「２，２９７万１，０００円」
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に改めるものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第７０号は可決されました。 

 日程第１０ 議案第７１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第７１号  令和７年度甲良町下水道事業会計補正予算

（第３号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○村岸建設水道課長 それでは、予算書１ページをお願いいたします。甲良町

下水道事業会計補正予算（第３号）について説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の補正でございます。令和７年度甲良町下水道事業会

計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を改めるものでございま

す。支出の部におきまして、第１款 下水道事業費用、第１項 営業費用に

おきまして２８万７，０００円の増額補正を行うものでございます。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、甲良町下

水道事業会計予算第８条に定めた職員給与費の金額について、「１，０００

万３，０００円」を「１，０２９万円」に改めるものでございます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第７１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第７１号は可決されました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 最後に、町長の挨拶があります。 

 町長。 

○寺本町長 令和７年第２回臨時会の閉会にあたりまして、御礼を兼ねまして

一言ご挨拶申し上げます。 

 本臨時会におきまして、条例改正、補正予算について議決を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 今期臨時会におきまして、議員各位からいただきましたご意見につきまし

ては、十分留意し、今後の町政運営にあたってまいります。 

 議員の皆様にはくれぐれも健康にご留意いただき、町政へのご指導、ご協

力をいただきますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○丸山議長 これをもって、令和７年第２回甲良町議会臨時会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午前１０時２７分 閉会） 
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